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１． 2020 年を振り返って 
 

 2020 年に最も注目を浴びた立法の一つが「民法典」であることは、論を待たないところでしょう。そして、同法のほかにも、民商

法、コロナ関連、貿易・通商、環境、個人情報法・インターネット、競争法、知的財産・不正競争外商投資等の各分野における重要

な立法や法改正が幾つもなされました。本稿では、2020 年における重要な立法や法改正を 2 回に分けて解説します。今回は、民

法典、コロナ関連、貿易・通商、環境、個人情報法・インターネット関連の重要立法等を取り上げます。 

 

２． 民法典（全国人民代表大会、2020 年 5 月 28 日公布、2021 年 1 月 1 日施行）（前編） 
 

 2020 年 5 月 28 日、新型コロナウイルス性肺炎感染流行（以下「本件感染症流行」といいます。）の影響もあり遅れて開催された

中国の全国人民代表大会において、長年にわたり立法作業が進められてきた「民法典」が承認・公布されました。2021 年 1 月 1

日から正式に施行されます。 

 「民法典」は、これまで制定されてきた民事法に関する民法通則、民法総則、物権法、担保法、契約法、権利侵害責任法、家族

法、相続法等の内容が、一つの法典として統合され、さらに内容の一部が改正されており、中国民事法の集大成といえる内容で

す。この稿では、人格権編と権利侵害編の内容をまず前編としてご紹介します。 

 

① 人格権編 

 

 「民法典」のうち半分以上の項目は、既存の法令を再編成した内容であり、その多くが文言表現の変更に留まっています。しか

し、第四編の「人格権」の内容については、これまで専門的直接的に規定した法律はなく、新設された条項が多い編です。 

 「人格権」とは、「民事主体が享有する生命権、身体権、健康権、氏名権、名称権、肖像権、名誉権、栄誉権及び、プライバシー

権等の権利である」とされています（第 990 条）。特に企業活動への影響が考えられる権利及び権利保護の内容は、①肖像権、
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②セクシャルハラスメントからの権利保護、③プライバシー及び個人情報保護、④名誉権となります。 

 

（1） 肖像権 

 肖像とは、「画像、彫像・塑像又は絵画等の方式により一定の媒体に反映され、特定の自然人を識別できる外部イメージ」をい

います。自然人は、「肖像権を享有し、法により自己の肖像を作成し、使用し、公開し、又は他人に使用許諾する権利」を有します

（第 1018 条）。 

 「いかなる組織又は個人も醜悪化 1、汚損、情報技術手段を利用した偽造等の方式により、他人の肖像権を侵害」してはなら

ず、「肖像権者の同意を経ずに、肖像の著作物の権利者は、発表、複製、発行、賃貸、展示等の方式により肖像権者の肖像を使

用し、又は公開」することもできません（第 1019 条）。 

 しかし、いかなる場合も、写真又は動画に少しでも写り込んでいる人物の全員から同意を得ることが必要というわけでなく、例外

規定が設けられています。次の場合は、同意は不要とされています（第 1020 条）。 

(i) 個人の学習、芸術鑑賞、学校教育又は科学研究のために、肖像権者が既に公開している肖像を必要な範囲内に

おいて使用すること 

(ii) ニュース報道を実施するために、やむを得ず肖像権者の肖像を作成し、使用し、又は公開すること 

(iii) （国家機関のための規定のため省略） 

(iv) 特定の公共環境を展示するために、やむを得ず肖像権者の肖像を作成し、使用し、又は公開すること 

(v) 公共利益又は肖像権者の適法な権益を維持・保護するために、肖像権者の肖像を作成し、使用し、又は公開する

その他の行為 

 

（2） セクシャルハラスメント 

 これまで「婦女権益保障法 2」、「女性従業員労働保護特別規定 3」等の法規において規定されてきた「セクシャルハラスメント 4」

について、民法典は、単に禁止するだけではなく、会社の防止義務を追記し、その法的責任を明確にしました。 

 具体的には、「他人の意思に反して、言語、文字、画像、身体行為等の方式により、他人にセクシャルハラスメントを行った場合

には、被害者は、法により行為者に対して民事責任を負うよう請求する権利を有する」とした上で、「機関、企業、学校等の単位

は、適切な予防、苦情の受付、調査処分等の措置を採り、職権、従属関係等を利用したセクシャルハラスメントを防止し、制止しな

ければならない」（第 1010 条）としています。企業などの組織に対して、(i)適切な予防、(ii)苦情の受付、(iii)調査処分を行うことが

明文で義務づけられたのです。こうした制度がない場合には、企業には同条の義務に違反したものとして賠償義務を負わされる

リスクが生じます。 

 

（3） プライバシー及び個人情報保護 

 日本では、プライバシー権は未だ法律上明文化されておりません。しかし、判例上は、主に「生活上の事柄をみだりに公開され

ない」権利として認められています 5。 

 今般の民法典に規定されたプライバシー権は、現代の社会状況を反映した保護内容とされています。まず、プライバシーとは、

「自然人の私生活の安寧、並びに他人に知られたくない私的空間、私的活動及び私的情報」をいうとされています。そして、自然

人は、プライバシー権を享有するとされ、いかなる組織又個人も、密かに聞き出し、侵害し、若しくは騒擾し、漏洩し、公開する等

の方法により、他人のプライバシー権を侵害してはならないと規定されています（第 1032 条）。また、本人の同意なしに次の行為

をすることが禁止されています（第 1033 条）。 

(i) 電話、ショートメール、インスタントメッセンジャー、電子メール、チラシ等の方式により他人の私生活の安

定を妨害すること 

(ii) 他人の住宅、ホテルの部屋等の私的空間に侵入し、又はこれらの空間を撮影し、覗き見ること 

(iii) 他人の私的活動を撮影し、覗き見、盗聴し、又は公開すること 

                                                   
1  近年流行しているアプリケーションなどを利用して画像を加工することを念頭においていると思われます。 

2  2018 年改正（主席令第 16 号） 

3  2012 年公布（国務院令第 619 号） 

4  中国語では「性騒擾」。 

5  東京地裁昭和 39 年 9 月 28 日判決など 
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(iv) 他人の身体の私的部位を撮影し、又は覗き見ること 

(v) 他人の私的な情報を処理すること 

 

 また、民法典は、プライバシーの中核を成す個人情報の保護についても規定しています。 

 まず、個人情報については、「電子その他の方式により記載され、単独で、又はその他の情報と組み合わせて自然人を特定す

ることができる各種情報をいい、自然人の氏名、生年月日、身分証の番号、生体識別情報、住所、電話番号、電子メールアドレ

ス、健康情報、移動履歴情報等が含まれる」と定義されました（第 1034 条）。 

 この個人情報を処理 6する場合には、適法、正当、必要の原則を遵守し、過度に処理してはならず、かつ、次の条件に合致する

必要があるとされています（第 1035 条）。 

(i) 法律又は行政法規に別段の規定がある場合を除き、当該自然人又はその後見人の許可を得ること 

(ii） 情報処理の規則を公開すること 

(iii) 情報処理の目的、方式及び範囲を明示すること 

(iv) 法律、行政法規の規定及び双方の合意に違反しないこと 

 

（4） 名誉権 

 いかなる組織又は個人も侮辱、誹謗等の方法で他人の名誉権を侵害できません（第 1024 条）。 

 但し、行為者が、公共利益のためにニュース報道、世論監督等の行為を実施し、それにより他人の名誉に影響を与えた場合に

は、民事責任を負わないとされています。その場合であっても、次の何れかに該当する場合は、違法性は阻却されず、民事責任

を負うことになります（第 1025 条）。 

(i) 事実をねつ造し、又は歪曲したとき 

(ii) 他人に提供された、重大に事実違反する内容に対し合理的な検証義務を尽くさなかったとき 

(iii) 侮辱的な言葉などを使用し、他人の名誉を貶めたとき 

 なお、(ii)の「合理的な検証義務」の内容がよく問題となりますが、次の要素を合わせて検討するとされています。 

(i) 内容の出所の信用性 

(ii) 明らかに紛争を引き起こしうる内容に対し必要な調査を実施したものか否か 

(iii) 内容の時間的制限に関わる性質 

(iv) 内容と公序良俗との関係性 

(v) 被害者の名誉が貶められる可能性 

(vi) 検証能力及び検証コスト 

 

② 権利侵害編 

 

 民法典の権利侵害責任に係る規定は、関連の司法解釈の内容を踏まえ、旧法である権利侵害責任法の一部内容を改正してい

ます。係る改正は、知的財産権侵害に対する懲罰的損害賠償制度の明記や、生態系破壊に関する損害賠償等、重要なものが複

数含まれますが、以下では、近時問題になるケースが多い、インターネット上での権利侵害に関する制度について説明します 7。 

 

（1） 概要 

 ネットワークユーザー・ネットワークサービス提供者は、ネットワークを利用して他人の民事権利・利益を侵害した場合には、権利

侵害責任を負います（第 1194 条）。ネットワークユーザー・ネットワークサービス提供者への帰責構造を把握する上で重要になる

のが、侵害を受けた（と主張する）者（権利者）による通知制度、及びネットワークユーザーによる反対通知制度です。 

 

（2） 権利者による通知制度 

 ネットワークユーザーが、ネットワークサービスを利用して侵害行為を実施した場合には、権利者は、ネットワークサービス提供

者に対し、削除、非表示、リンク切断等の必要な措置を講ずるよう通知する権利を有します（第 1195 条第 1 項）。そして、ネット

                                                   
6  個人情報の収集、保存、使用、加工、転送、提供、公開等が含まれる。 

7  当該制度については、旧法である権利侵害責任法や、個別法である電子商取引法でも関連規定が存在します。民法典は、これら規定も踏まえ、イ

ンターネット上での権利侵害に係る法律関係の調整規定を改めて定めたものです。 
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ワークサービス提供者は、通知を受領した後、遅滞なく当該通知を前記のネットワークユーザーに転送し、かつ、必要な措置を講

じなければならず、遅滞なく必要な措置を講じなかった場合には、損害が拡大した部分について、当該ネットワークユーザーと連

帯責任を負うものとされます（第 1195 条第 2 項）。 

 当該制度における、ネットワークサービス提供者への通知には、①権利侵害の初歩的証拠、及び②権利者の真正な身分情報

が含まれる必要があり（第 1195 条第 1 項）、実務上、一般的に、以下の情報等が要求されます。 

① 権利侵害の初期的証拠 

・ 著作権登録証書、専利登録証書、商標登録証書等の権利証明、ネットワーク上における言論の自由の限度を超え

る誹謗中傷の文言等の侵害行為に関する資料 

・ 権利侵害と認定される可能性がある行為と関連するサイトリンク又はその関連商品若しくは関連情報を特定できる

有効な方法等 

② 権利者の真正な身分情報 

・ 権利者の姓名・名称、住所、連絡先、電話番号、メール等の情報 

 

 ネットワークサービス提供者は、上記通知内容を審査し、合理的な通常人の観点から見て明らかに通知の内容が不合理であ

り、侵害行為が成立しないと判断した場合、当該通知のネットワークユーザーへの転送及び必要な措置を拒絶できます 8。ただ

し、ネットワークサービス提供者は、ネットワークユーザーが、そのネットワークサービスを利用して他人の民事権利・利益を侵害

していることを知り、又は当然知るべき 9である場合において、必要な措置を講じなかったときは、当該ネットワークユーザーと連

帯責任を負う点に注意が必要です（第 1197 条）。 

 

（3） ネットワークユーザーによる反対通知制度 

 前記の権利者による通知への対応措置として、民法典は、ネットワークユーザーによる反対通知制度を規定しています（第

1196 条第 1 項）。すなわち、ネットワークユーザーは、転送された通知を受領した後、ネットワークサービス提供者に対して、侵害

行為が存在しない旨の声明を提出することができます。当該声明には、①侵害行為が存在しないことの初歩的証拠、及び②ネッ

トワークユーザーの真正な身分情報が含まれる必要があります。 

 ネットワークサービス提供者は、声明を受領した後、通知を発した権利者に対し当該声明を転送し、かつ、権利侵害に関するク

レーム又は訴訟の救済方法を告知しなければなりません。そして、ネットワークサービス提供者は、転送した声明が権利者に到

着した後の合理的な期限内において、権利者から、クレームを申立て又は訴訟提起した旨の通知を受領しない場合、前記の権利

者による通知に対応して講じた措置の実施を遅滞なく終了する必要があります（第 1196 条第 2 項）。 

 

３． コロナ関連指導意見 
 

 中国武漢市において 2020 年 1 月に本件感染症流行が明らかになって以降、中国政府は、本件感染症を「伝染病防治法 10」の

乙類伝染病とし、「国家突発公共衛生事件緊急対応案 11」等に基づく 1 級「重大公共突発衛生事件」として、大規模な都市封鎖、

外出・移動の制限を行いました。その後、本件感染症流行は全世界に拡大しました。一方、中国においては、同年 4 月 8 日に武

漢市の都市封鎖も終了し、国内の各都市において、市中の各所における検温や QR コードでの行動確認等は続いているものの、

ビジネスや日常の生活は、他国と比較して平常に近い状況となっています。 

 この間、最高人民法院は、2020 年 4 月 16 日に「新型コロナウイルス性肺炎感染流行に関わる民事事件の法による適切な審理

に係る若干の問題に関する指導意見」（以下本章において「本件指導意見」といいます。）の（一）を発布しました。その後、同年 5

月 15 日には本件指導意見（二）が、同年 6 月 8 日には本件指導意見（三）が発布されました。 

 

                                                   
8  なお、権利者が誤った通知をしたことにより、ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者に損害をもたらした場合には、権利侵害責任を

負わなければなりません（第 1195 条第 3 項）。 

9  「当然知るべき」の該当性は、裁判官が、保護対象の権利など事案の状況を総合的に考慮し、判断します。例えば、専利権侵害と商標権侵害を比

較した場合、専利権侵害の有無の判断にはより専門知識が要求されるため、一般的に、専利権侵害は、商標権侵害よりも「当然知るべき」と認定

され難いといえます。 

10  2013 年 6 月 29 日改正施行 

11  2006 年 2 月 26 日施行 
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① 「新型コロナウイルス性肺炎感染流行に関わる民事事件の法による適切な審理に係る若干の問題に関する指導意見(一)」

（最高人民法院、2020 年 4 月 16 日公布） 

 最高人民法院が、各レベルの人民法院による本件感染症流行に関わる民商事分野の案件の審理に対する指導を強化すべく

出されたものであり、次の 10 項目から構成されています。 

一． 司法サービスによる保障の役割の十分な発揮 

二． 不可抗力の規則の正確な適用 

三． 契約紛争事件の適切な審理 

四． 労働紛争事件の処理 

五． 懲罰的賠償の適用 

六． 訴訟時効の停止 

七． 訴訟期間の順延 

八． 司法救済力の向上 

九． 保全措置の柔軟な採用 

十． 法律適用の統一性の保障 

 この中で重要なのは第二項の不可抗力及び第三項の履行困難・履行不能の場合の内容です。 

 第二項は、不可抗力の規則を正確に適用することを求めています。本件感染症流行又は感染症流行の防止・抑制措置の、「直

接の」影響を受けて生じた民事紛争について、不可抗力の法定要件を当てはめるに際しては、民法総則 12第 180 条並びに契約

法 13第 117 条及び第 118 条を適用することを求めています。 

 民法総則や契約法にない「直接の」という文言がある点が注目されます。 

 第三項は、契約義務の履行が、本件感染症及びその防止・抑制措置によって、(i)履行不能になった場合、(ⅱ)履行困難になっ

た場合等について規定しています。 

(i) 履行不能の場合 

 感染症やその防止・抑制措置が履行不能に直接至らしめた場合には、前述の不可抗力の規定が適用された上で、感染症流行

又はその防止・抑制措置の影響の度合いに基づき責任を一部又は全部免除するとされています。ここでも「直接」の文言が使わ

れて、履行不能との直接の因果関係が必要とされています。上述の第二項と同様に、直接の因果関係を求めることで、感染症流

行と関係の強くない濫用的な履行不能の主張を抑制する趣旨であると解されます。 

(ii) 履行が困難である場合 

 当事者が感染症やその防止・抑制措置による契約の履行困難を理由として契約の解除を請求しても、人民法院はこれを支持し

ないことが明確にされています。但し、感染症やその防止・抑制措置により契約の目的が実現できなくなる場合には、契約解除は

支持されます。 

 

② 「新型コロナウイルス性肺炎感染流行に関わる民事事件の法による適切な審理に係る若干の問題に関する指導意見(二)」

（最高人民法院、2020 年 5 月 15 日公布） 

 

 本件指導意見（二）は、本件指導意見（一）をベースに、本件感染症流行の影響を比較的大きく受ける(i)売買契約、(ii)建物の賃

貸借契約、(iii)金融関連契約及び医療保険契約等の契約並びに企業破産案件等の 3 つのカテゴリーに分けて実務的な問題につ

いての最高人民法院の考えを規定しています。必要に応じて個別に確認することが推奨されますが、売買契約においては、不可

抗力を理由とする契約解除は「契約の目的が実現できなくなる」場面に限るとの原則（第 1 項）、及び「明らかに不公平」である場

合には、事件の実情を踏まえて、契約の内容を変更という効果（事情変更）を認めうる 14と改めて確認している点は、本件感染症

流行に関する事案を取り扱う際に、汎用的に問題になる点への解釈といえます。 

 

                                                   
12  2017 年 10 月 1 日施行 

13  1999 年 10 月 1 日施行 

14  第 2 項及び第 4 項並びに本件指導意見（一）第 3 項(2) 
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③ 「新型コロナウイルス性肺炎感染流行に関わる民事事件の法による適切な審理に係る若干の問題に関する指導意見(三)」

（最高人民法院、2020 年 6 月 8 日公布） 

 

 これまでは実体法に対する解釈についての意見が示されていましたが、本件指導意見（三）は手続法の側面から渉外事件及び

商事海事を含めた紛争の審理に係る方針を明確にするために出された指導意見です。次の 9 項目から構成されています。 

一、 訴訟当事者について 

二、 訴訟証拠について 

三、 時効及び期間について 

四、 法律の適用について 

五、 渉外商事事件の審理について 

六、 運送契約事件の審理について 

七、 海事海商事件の審理について 

八、 訴訟のグリーンルートについて 

九、 香港・マカオ・台湾に関わる事件の審理について 

 訴訟、仲裁、その他の各種手続きにおいて、時効やその他の期間を含めて手続きについて、柔軟に対応することで、紛争審理

における救済が本件感染症流行によって受けられない、又は遅れるという状況を避けるために明らかにされた指導意見です。 

 

 上記の 3 つの本件指導意見は、本件感染症流行の後、速やかに、実体法のうち今回のような感染症の流行において特に問題

となる不可抗力、事情変更への対応（主に本件指導意見（一））、売買・賃貸借などの契約類型ごとの紛争の対応（主に本件指導

意見（二））、手続全般への対応（主に本件指導意見（三））について、明らかにすることで紛争の適切かつ円滑な解決を実現する

ことを目的に発布されました。中国では、冒頭で述べたように比較的本件感染症流行は落ち着いてきてはいますが、SARS のとき

同様に、本件感染症流行に関連して争われる紛争事件は、これから司法手続にかけられる場合も多く、また今後も本件感染症流

行が再流行する可能性は否定できないため、これらの本件指導意見は今後も参照価値があるといえます。 

 
４． 貿易・通商関連 
 

① 「輸出管理法」（全国人民代表大会常務委員会、2020 年 10 月 17 日公布、2020 年 12 月 1 日施行） 

 

 激化する米中貿易摩擦を背景に、2020 年 10 月 17 日、「輸出管理法」が中国全人会常務委員会で可決され、同年 12 月 1 日か

ら施行されています。今後、「輸出管理法」は、以前に公布·施行された「監視化学品管理条例」「核輸出管理条例」「軍用品輸出管

理条例」「核両用品及び関係技術輸出管理条例」「ミサイル及び関係種目·技術輸出管理条例」及び「生物両用品及び関係設備·

技術輸出管理条例」という輸出管理法規の基本法となります。 

 同法の運用は国務院及び中央軍事委員会の輸出管理担当部門（以下「国家輸出管理担当部門」といいます。）が担います。輸

出管理業務について「総体的国家安全観」を堅持することが強調され（第 3 条）、これは経済政策なども含んだ幅広い概念と理解

されています。 

 

（1） 管理品目の範囲及び輸出管理行為の範囲 

 「輸出管理法」における管理品目の範囲は、以下のようになっています。以下の管理品目には、品目に関連する技術資料等の

データも含まれます（第 2 条）。 

・ 両用品目（民事用途を有しながら、軍事用途を有し、又は軍事的潜在力の向上に寄与し、特に大量破壊兵器及びその運搬

手段の設計、開発、生産又は使用に用いることができる貨物、技術及びサービス） 

・ 軍需品（軍事目的に用いる装備、専用生産設備その他の関連する貨物、技術及びサービス） 

・ 核（核原料、核設備、原子炉用非核原料及び関連する技術及びサービス） 

・ その他の国家の安全及び利益の維持·保護、拡散防止等の国際義務の履行に関連する貨物、技術及びサービス等 

 管理品目の輸出行為の範囲について、通常の輸出のほか「再輸出」、「みなし輸出」も対象となります（第 45 条）。 

 

（2） 管理方法 

 「輸出管理法」は、管理リスト及び管理統制名簿の制定、並びに輸出許可制度を主な管理方法として規定しています。 
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(i) 管理リスト 

 国家輸出管理担当部門は、この法律等に従い、輸出管理政策に基づき、関係部門とともに管理品目の輸出管理リストを制定及

び調整し、遅滞なく公布します（第 9 条第 1 項）。また、輸出管理リスト以外の貨物、技術及びサービスについても、国家の安全及

び利益を維持・保護し、拡散防止等の国際義務を履行する必要性に基づき、国務院等の認可を経て、国家輸出管理担当部門

が、2 年を超えない期間内で「臨時管理」を実施し、これを公告することができます（第 9 条第 2 項）。 

 国家輸出管理担当部門は、関連する管理品目について、輸出を禁止し、又は特定の仕向国及び地域並びに特定の組織及び個

人に対する輸出を禁止することができます（第 10 条）。 

 更に、管理リストに記載された管理品目及び臨時管理品目以外の貨物、技術及びサービスに(a)国家の安全及び利益に危害を

及ぼすリスク、(b)大量破壊兵器及びその積載·運送手段の設計、開発、生産又は使用に用いられるリスク、(c)テロリズムの目的

に用いられるリスクが存在するおそれがある場合、輸出管理対象となります（第 12 条第 3 項）。 

 

(ii) 輸出許可制度 

 管理品目の輸出について実施される許可制度は以下のとおりです。 

 輸出事業者は、上記（i）に記載された輸出管理を受ける貨物、技術及びサービスを輸出する場合に、国家輸出管理担当部門に

対して許可を申請しなければなりません（第 12 条第 1 項、第 2 項）。 

 国家輸出管理担当部門は、(a)国家の安全及び利益、(b)国際的な義務及び対外的約束、(c)輸出類型、(d)管理品目のセンシ

ティブレベル、(e)輸出仕向国又は地区、(f)エンドユーザー及び最終用途、(g)輸出事業者の信用記録、(h)法律又は行政法規所定

のその他の要素を総合的に考慮し、輸出事業者の管理品目の輸出に係る申請について審査を行い、許可するか否かの決定をし

ます（第 13 条）。 

 

(iii) 管理統制名簿 

 国家輸出管理担当部門は、(a)エンドユーザー又は最終用途の管理要求に違反したり、(b)国家の安全及び利益に危害を及ぼす

おそれがあったり、(c)管理品目をテロリズムの目的に用いたりした、輸入事業者及びエンドユーザーについて、管理統制名簿を

作成します。 

 管理統制名簿に加えられると、国家輸出管理担当部門が、関係する管理品目の取引の禁止又は制限や、関係する管理品目の

輸出中止命令等の必要な措置を講じることができます。また、輸出事業者は、規定に違反して管理統制名簿に加えられた輸入事

業者及びエンドユーザーと取引を行ってはならないとされています（第 18 条第 1 項、第 2 項、第 3 項）。 

 

（3） 規制対象者 

 「輸出管理法」における輸出事業者に対する義務は、下表のとおりです。 

規制対象者 義務 

輸出事業者 ① 管理品目の輸出に従事する場合、「輸出管理法」並びに関係する法律及び行政法規

の規定を遵守する（第 11 条） 

② 関連管理品目輸出経営資格を取得する（必要がある場合）（第 11 条） 

③ 関連管理品目輸出に関する許可を申請する（第 12 条） 

④ 関連管理品目のエンドユーザー及び最終用途の証明文書を提出する（第 15 条） 

⑤ 関連管理品目のエンドユーザー又は最終用途に変更のおそれがあることを発見した

場合、国家輸出管理担当部門に報告する（第 16 条第 2 項） 

⑥ 管理統制名簿に加えられた輸入事業者及びエンドユーザーと取引を行ってはならな

い。特段の状況において管理統制名簿に加えられた輸入事業者又はエンドユー

ザーとの取引を行う必要が確実にある場合には、国家輸出管理担当部門に対し申

請を提出することができる（第 18 条第 3 項） 

 

（4） 法的責任等 

（i） 行政処罰 

 「輸出管理法」における輸出事業者の違法行為に対する行政処罰は、下表のとおりです。 
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違法主体 違法行為 行政処罰 

輸出事業者 関連する管理品目の輸出経営資格なく、関

係する管理品目の輸出に従事した場合 

警告、違法行為停止命令、違法所得の没

収、違法経営額の 5 倍以上 10 倍以下の過

料の併科（違法経営額が 50 万人民元以上

の場合）、50万人民元以上 500万人民元以

下の過料の併科（違法経営額が 50 万人民

元未満の場合）（第 33 条） 

許可なく、管理品目を無断で輸出した場合 警告、違法行為停止命令、違法所得の没

収、違法経営額の 5 倍以上 10 倍以下の過

料の併科（違法経営額が 50 万人民元以上

の場合）、50万人民元以上 500万人民元以

下の過料の併科（違法経営額が 50 万人民

元未満の場合）、営業停止·改善命令又は

関連する管理品目の輸出経営資格の取消

（情状が重い場合）（第 34 条） 

輸出許可証書に定める許可範囲を超えて

管理品目を輸出した場合 

輸出禁止の管理品目を輸出した場合 

詐欺、賄賂等の不正な手段により管理品目

の輸出許可証書を取得し、又は管理品目

の輸出許可証書を不法に譲渡した場合 

許可の取消、輸出許可証の取り上げ、違法

所得の没取、違法経営額の 5 倍以上 10 倍

以下の過料の併科（違法経営額が 20 万人

民元以上の場合）、20万人民元以上 200万

人民元以下の過料の併科（違法経営額が

20 万人民元未満の場合）（第 35 条第 1 項） 

輸出管理法の規定に違反して管理統制名

簿上の輸入事業者又はエンドユーザーと取

引を行った場合 

警告、違法行為停止命令、違法所得の没

収、違法経営額の 10 倍以上 20 倍以下の

過料の併科（違法経営額が 50 万人民元以

上の場合）、50万人民元以上 500万人民元

以下の過料の併科（違法経営額が 50 万人

民元未満の場合）、営業停止·改善命令又

は関連する管理品目の輸出経営資格の取

消（情状が重い場合）（第 37 条） 

監督・検査を拒絶し、妨害した場合 警告、10万人民元以上 30万人民元以下の

過料の併科、営業停止・改善の命令又は関

連する管理品目の輸出経営資格の取消

（情状が重い場合）（第 38 条） 

 

(ii) 域外適用等 

 外国の組織及び個人が、「輸出管理法」における輸出管理に関する規定に違反し、中国の国家安全及び利益に危害を及ぼし、

拡散防止等の国際義務を履行することを妨害したときは、法により処理し、その法的責任を追及すると規定し、外国の企業や個

人にも適用が及ぶとしています（第 44 条）。 

 また、中国に対して輸出管理措置を濫用する国又は地域に対し、対等に措置を講じることができる旨を規定しており（第 48 条）、

米国への対抗措置を示唆して注目を引きました。 

 

② 「中国輸出禁止·制限技術目録」改正版（中国商務部、2020 年 8 月 28 日公布） 

 

 2020 年 8 月 28 日、中国商務部は、「中国輸出禁止·制限技術目録」改正版を公布しました。 

 同目録は、「対外貿易法」「技術輸出入管理条例」に基づいて定められた規定です。改正後の「中国輸出禁止·制限技術目録」に

よれば、半導体、ロボット工学、ワクチン等が輸出禁止技術に追加されており、音声認識、音声合成技術、人口知能対話型イン

ターフェース技術等の AI 関連技術が輸出制限技術に追加されました。 
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③ 「信頼できないエンティティリスト規定」（中国商務部、2020 年 9 月 19 日公布） 

 

 2020 年 9 月 19 日、中国商務部は、「信頼できないエンティティリスト規定」を公布して、同日から実施しています。 

 同規定によれば、国際経済貿易及び関連活動において(i)中国国家の主権、安全、発展の利益に危害を及ぼす外国エンティ

ティ、(ii)正常な市場取引の原則に違反し、中国の企業、組織又は個人との正常な取引を中断させ、又は中国企業、組織又は個

人に対して差別的な措置をとり、中国企業、組織又は個人の合法的権益を著しく損なう外国エンティティは、信頼できないエンティ

ティリストの制裁対象にあたるとされています（第 2 条第 1 項）。なお、外国エンティティには、外国企業、組織又は個人が含まれる

とされています（第 2 条第 2 項）。 

 信頼できないエンティティリストに掲載されると、当該エンティティが中国に関連する輸出入活動に従事することを制限又は禁止

する措置を講じることができる他、中国国内における投資活動の禁止・制限、関係者等の中国入国の禁止・制限や修行許可・居

留資格の制限・取消の措置が可能です（第 10 条）。 

 具体的なエンティティリストはまだ公表されておらず、今後の動向が注目されます。 

 

５． 環境関連 
 

○ 「固体廃棄物汚染環境防止法（2020 年改正）」（全国人民代表大会常務委員会、2020 年 4 月 29 日公布、2020 年 9 月 1 日

施行） 

 

 「固体廃棄物汚染環境防止法（2020 年改正）」（以下「改正法」といいます。）が、2020 年 4 月 29 日に全国人民代表大会常務委

員会から公布され、2020 年 9 月 1 日に施行されました。改正法においては、固体廃棄物 15による環境汚染について、減少化（排

出量の減少）、資源化（総合利用の促進）及び無害化（危害性の軽減）の原則が謳われています（第 4 条）。以下では、改正法に

おける改訂点のうち、中国で事業展開する日本企業に特に関連が深いと思われる点について、概要を説明します。 

 

（1） 工業固体廃棄物に関する規制強化 

 工業固体廃棄物とは、工業、生産活動において発生する固体廃棄物をいいます（第 124 条第 2 項）。改正法では、工業固体廃

棄物に関する処理について、下記の義務が明記されるなど、管理監督が強化されました。 

 

(i) 工業固体廃棄物を排出する者には、工業固体廃棄物の排出、収集、貯蔵、運送、利用及び処理の全過程において、環境汚

染の防止責任制度の設立が要求され、かつ、固体廃棄物に関する管理台帳を作成し、工業固体廃棄物の種類、数量、流

通、貯蔵、利用及び処理に関する情報を記入することが求められます（第 36 条）。 

(ii) 工業固体廃棄物を排出する者は、工業固体廃棄物の運送、利用、処理作業を他人に委託する場合、受託者の主体資格及

び技術能力を確認し、かつ、書面にて汚染防止の内容を定めた契約を締結する必要があります。当該義務を履行しない場

合、委託者である工業固体廃棄物を排出する者は、環境汚染及び生態環境の破壊について、受託者と連帯責任を負うこと

になります（第 37 条）。 

 

（2） 建築ごみに関する規制強化 

 建築ごみとは、建築者、施工者による新築、改築、増築及び各種建築物、構築物、配管等の解体撤去、並びに居住者による家

屋の改装の過程で生じる残土、廃材その他の固定廃棄物をいいます（第 124 条第 4 項）。 

 改正法では、工事を施行する者は、固定廃棄物を利用又は処理する前に建築ごみ処理案を作成し、関連当局に届出を行う必

要がある旨が規定されました（第 63 条第 1 項）。処理案の届出を怠った場合又は施工過程で生じた固体廃棄物を速やかに処理

しなかった場合、罰金等の責任を負うことになります（第 113 条第 1 項）。 

 

（3） 法的責任の拡大 

 改正法では、規制違反に対する法定責任も拡充されています。例えば、責任主体となる企業に対する罰金等に加えて、その法

定代表者、主要責任者、直接責任を負う主管人員及びその他責任者に対して、一定の場合に、企業から前年度に取得した収入

                                                   
15  固体廃棄物とは、「生産、生活その他の活動において発生する、本来の利用価値を失った、又は利用価値を失っていないが投棄若しくは放棄され

た固体、半固体及び容器に入れられている気体の物品、物質並びに法律、行政法規において固体廃棄物管理が規定されている物品、物質」と定

義されています（第 124 条第 1 項）。 
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の 50％以下の罰金や（第 118 条）、5 日以上 15 日以下の拘留（第 120 条）が科される可能性がある点は留意が必要です。 

 

６． 個人情報保護/インターネット関連 
 

① 「ネットワーク安全審査弁法」（国家互聯网信息弁公室公告第 6 号、2020 年 6 月 1 日施行） 

 

 2020 年 4 月 13 日、「ネットワーク安全審査弁法」（以下「安全審査弁法」といいます。）の正式版が公布されました。当該弁法は、

「国家安全法」、「ネットワーク安全法」に基づき、重要情報インフラ運営者（以下「重要インフラ運営者」といいます。）がネットワー

ク製品及びサービスを購入する場合についての安全審査体制を規定しています。 

 

（1） 適用範囲・対象 

 (i)「重要インフラ運営者」は、(ii)「ネットワーク製品又はサービス」を購入する場合において、国家安全に影響し又は影響する可

能性があるときは、安全審査を行わなければなりません（安全審査弁法第 2 条）。 

(i) 重要インフラ運営者に該当するか否か 

 安全審査弁法によれば、重要インフラ運営者は、重要インフラ保護部門により認定される経営者とされています（安全審査弁法

第 20 条）。この点、当該弁法（部門規章）の上位法にあたるネットワーク安全法 16によれば、①公共通信及び情報サービス、エネ

ルギー、交通、水道、金融、公共サービス、電子政務等の重要な業種及び領域、並びに②データ漏洩が一度生じた場合、又は機

能の破壊・喪失若しくはデータ漏洩が生じた場合に国家安全、国家計画、国民生活、公共の利益に重大な危害が及ぶおそれの

ある「重要情報インフラ」を運用する事業者は、重要インフラ運営者として取り扱われる可能性があります。 

(ii) ネットワーク製品又はサービスの範囲 

 ネットワーク製品及びサービスとは、主に「コアネットワーク機器、高性能コンピューター及びサーバー、大容量ストレージ機器、

大規模データベース及びアプリケーションソフトウェア、ネットワークセキュリティ機器、クラウドコンピューティングサービス、その他

の重要情報インフラの安全に重要な影響を与えるネットワーク製品及びサービス」を指すとされています（同法第 20 条）。 

 

（2） 審査実施部門 

 安全審査弁公室が審査実施部門です。国家インターネット情報弁公室に設置され、安全審査に関連する規制を策定し、安全審

査の仕組みを調整します（同法第 4 条）。国家ネットワーク情報弁公室の記者会見での回答 17（以下「本件記者会見回答」といい

ます。）によれば、具体的な業務執行（申告材料の形式審査などを含みます。）は、安全審査弁公室が、中国インターネット安全審

査技術・認証センターに委託します。 

 

（3） 審査内容及び提出書類 

 ネットワーク安全審査は、主にネットワーク製品及びサービスから発生しうる国家安全リスクを重点的に評価します。審査では、

主に次の要素が考慮されます（安全審査弁法第 9 条）。 

・ 製品及びサービスの使用後に、重要インフラが違法に支配、干渉又は破壊されるリスク、及び重要なデータが盗難、漏洩、

又は破壊にあうリスク 

・ 製品及びサービスの供給中断による重要インフラの業務継続性に対する損害 

・ 製品及びサービス安全性、開放性、透明性、供給源の多様性、供給チャネルの信頼性、及び政治的、外交的、貿易その他

要因による供給中断のリスク 

・ 製品及びサービス提供者の中国の法律、行政規則及び部門規章の順守情況 

 

（4） 安全審査の申告及び審査期間 

(i) 申告の時間 

 本件記者問答回答によれば、重要インフラ運営者は、通常、ネットワーク製品及びサービスの提供者との契約締結前に、安全

審査を申請します。そのため、契約の締結後に安全審査を申請する場合には、安全審査に合格しないことによる損失を回避する

ため、ネットワーク製品及びサービスの提供者との契約において安全審査合格後にのみ契約が有効となる規定などを置くことが

                                                   
16  主席令（2017）53 号 

17  http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/c_1589535446378477.htm 
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推奨されます。 

(ii) 審査期間 

 安全審査弁法の第 8 条、第 10 条及び第 13 条に記載されている手続の予定期間を単純に合計すると、安全審査は通常申告書

類が受領されてから 40 営業日以内に完了することになります。もっとも、複雑な状況にある場合には、15 営業日延長されます。さ

らに、特別手続 18が必要な審査の場合には、45 営業日 19が必要とされています。 

 

② 「情報安全技術 個人情報安全規範」（2020 年 10 月 1 日施行） 

 

 「情報安全技術 個人情報安全規範」（以下「本安全規範」といいます。）は、2020 年 10 月 1 日に施行されました。本安全規範

は、2018 年 5 月 1 日に施行された「情報安全技術 個人情報安全規範｣（以下「旧安全規範」といいます。）のアップデート版です。 

 本安全規範は、推薦性の国家標準であり、法律、部門規章と比べると強制力がない点が決定的に異なります。 

 

（1） 個人情報の収集・使用についての授権同意の定義 

 本安全規範では、個人情報を収集・使用するにあたって、必要な「授権同意」の定義が明確にされました（規範第 3.7 条）。具体

的には、個人情報の主体がその個人情報に対する特定の処理に対し明確に授権する行為を指し、明示の同意のみならず黙示

の同意を含むとされています。明示の同意は、個人情報主体が書面、口頭、行為等の方式を通じて自ら肯定な意味を表す行為

（例えば、同意の項目を選択する行為、自ら個人情報を提供する行為等）を指します。黙示同意は、黙認などの消極的な行為（例

えば、情報収集の区域にいる個人情報主体が情報収集の実施を告知されても当該区域から離れない不作為など）を指します。 

 

（2） 個人生態識別情報関連内容の追加 

 個人生態識別情報は、遺伝子、指紋、声紋、手相、耳介、虹彩、顔の特徴等の情報を指します。本安全規範においては、個人

生態識別情報に関する特別な規定が追加されました。具体的には、次のとおりです。 

(i) 個人生態識別情報を収集する前に、他の個人情報とは区別して個人情報主体に対し個人生態識別情報の収集・使用の目

的、方式、範囲、保存期間等を告知し、明示の同意を取得する必要があります（第 5.4 条）。 

(ii) 個人生態識別情報は、個人の身分情報と区別して保存される必要があり、かつ、原則として、オリジナルの情報を保存して

はなりません（第 6.3 条）。 

(iii) 原則として、個人生態識別情報を共有又は転送してはならず、業務上の必要がある場合には、個人情報主体に対しその目

的、関連する個人生態識別情報の種類、データ受領者の基本情報、データ安全能力等を通知し、個人情報主体の明示の

同意を取得しなければなりません（第 8.2 条）。 

 

（3） 多種・多岐にわたる業務・機能に対する自主的な選択権 

 実務上、個人情報の同意取得の際に、全ての業務について一括で（個人情報主体が使用しない付帯的な業務、又は申請して

いない業務に関連する個人情報の使用も含めて）同意を求められることが一般的です。 

 このような必要性を超えた個人情報の超過収集が行われることを避けるため、本安全規範の第 5.3 条は、個人情報取扱者に対

し以下の内容を要求しています。 

(i) 製品又はサービスの各業務・機能を一体的に取り扱うことで、個人情報主体が申請していない又は使用しない業務・機能に

関連した個人情報収集に一括して同意させてはなりません。 

(ii) 個人情報主体が自ら行う能動的な行動（クリックする、選択する、記載する等）を特定の業務機能の開始条件とし、当該業

務機能が開始された後に個人情報の収集が開始されるものとします。 

(iii) 特定業務・機能の開始と終了を選択するルート、方法の煩雑さは、同一でなければならず、かつ、個人情報主体が業務の

終了をさせた後は、関連個人情報の収集も停止しなければなりません。 

(iv) 頻繁に個人情報主体の同意を要求してはなりません。 

(v) 特定の業務・機能の選択をしないこと、又は終了させること等によって、他の業務提供を拒否し、又は他の業務の品質を下

げてはなりません。 

                                                   
18  安全審査において、安全審査弁公室は、安全審査の関連部門などの意見を求める必要があり、各部門の意見が一致しない場合には、特別手続

によって取り扱われることになります（安全審査弁法第 11 条）。 

19  状況が複雑な場合には、さらに適当な期間延長できるとされています。 
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(vi) 業務提供の品質改善、使用体験の向上、安全性の強化等の理由のみで、個人情報の提供を要求してはなりません。 

 

（4） ユーザープロファイリングに対する使用制限の追加 

 本安全規範の第 7.4 条は、「ユーザープロファイリング」（筆者注：一般に検索履歴や個人の特性などの個人情報主体の興味や

目的に関する情報を獲得する行為をいいます。）について一定の制限を設ける内容を規定しています。具体的には、ユーザープ

ロファイリングの記述は、違法又は差別的な内容を含むことはできません。また、個人情報主体が同意する使用目的に必要な場

合を除いて、その個人情報を使用する場合には、当該個人情報主体を特定するプロファイリング情報を削除する必要がありま

す。 

 

（5） パーソナライズ表示に関する内容の追加 

 本安全規範の第 7.5 条は、個人情報取扱者に対し、パーソナライズ表示（筆者注：画一的に情報を表示するのではなく、ユー

ザーごとに関連性のある情報を表示する行為をいいます。）に関する内容を新たに規定しています。 

 具体的には、パーソナライズ表示とパーソナライズ表示以外の内容を明確に区別しなければならず、消費者の興味、消費習慣

その他の特徴に基づいて商品又はサービスの検索結果をパーソナライズ化して表示する場合には、同時に消費者に対し個人特

性に基づかないオプションを提供しなければなりません。また、個人情報主体にニュース情報をプッシュする場合には、オプトアウ

トなどの手段を提供しなければならず、かつ、個人情報主体がオプトアウトを選択した場合に、個人情報主体に対し推奨機能の基

礎となっている個人情報を削除又は匿名化するオプションを提供しなければなりません。 

 

③ 「個人情報保護法（草案）（意見募集稿）」（2020 年 10 月 21 日公布） 

 

 2020 年 10 月 21 日、「個人情報保護法（草案）（意見募集稿）」（以下「本草案」といいます。）が、全国人民代表大会から公布さ

れました。今はまだ草案段階ですが、正式公布後は個人情報保護の中心的な法律となる予定です。 

 

（1） 適用範囲 

 

（2） 個人情報の越境移転について 

(i) 越境移転の規制の対象 

 2019 年 6 月 13 日に公布された「個人情報の越境移転の安全評価弁法（意見募集稿）」（以下「安全評価弁法」といいます。）は、

「ネットワーク運営者 20」という広い対象について、個人情報の国境を超えた移転（以下「越境移転」といいます。）の様々な規制を

定めていました。一方、今回の本草案の対象となる義務者は、「ネットワーク運営者」ではなく「個人情報処理者」ですが、やはり幅

広い概念ではあります。 

 しかし、企業にとって重荷となる安全評価の実施については、第 40 条にあるように、「重要インフラ運営者」と一定の数量を越境

移転させる必要のある情報処理者のみに対象が絞られています。いずれにしろ、本草案及び安全評価弁法は共に意見募集稿段

階のものですので、最終的な確定が待たれます。 

 

(ii) 個人情報の越境移転を行う前提条件 

 本草案の第 38 条によれば、少なくとも次のいずれかの条件を具備する場合のみ、業務上等の必要に応じて、越境移転を行うこ

とができます。 

・ 国家ネットワーク情報部門が組織する安全評価に合格すること 

・ 同部門の規定に従い、専門機関が行う個人情報保護認証を経ること 

・ 国外の情報受領者と契約を締結し、双方の権利及び義務を約定し、かつ、その個人情報処理活動がこの法律規定の個人

情報保護の標準を満たすよう監督すること 

 

(iii) 個人情報主体に対する告知及び同意取得義務 

 本草案の第 39 条は、個人情報越境移転を行う場合には、個人情報主体に対し中国国外の情報受領者の身分情報、連絡方

法、処理目的、処理方法、個人情報の種類、及び国外の情報受領者に対しこの法律所定の権利を行使する方法等の事項を告知

                                                   
20  「ネットワーク」の所有者、管理者及びネットワークサービス提供者をいいます。 
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した上で、当該情報主体の個別同意を取得する必要があるとしています。 

 

(iv) 個人情報の越境移転の安全評価について 

・ 国家機関が処理する個人情報を中国国外に提供する必要がある場合には、安全評価を行わなければなりません。リスク評

価については、関係部門に対してサポートなどを要求することができます（第 37 条）。 

・ 個人情報を中国国外に提供する必要がある重要インフラ運営者、及び越境移転する個人情報の件数が国家ネットワーク情

報部門が別途定めた数量に達する情報処理者は、国家ネットワーク情報部門が組織する安全評価に合格しなければなりま

せん（第 40 条）。 

 

７． 終わりに 
 

 次回（2021 年 2 月号）は、民法典（後編）、外商投資法、競争法、知的財産・不正競争外商投資等に関連する重要立法等を取り

上げる予定です。どうか良いお年をお過ごしください。 

 

以 上 
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(JETRO 2012 年 3 月)、｢中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務｣(｢ジュリスト｣(有斐閣)2016 年 6 月号

(No.1494))、｢アジア進出・撤退の労務｣(中央経済社 2017 年 6 月)等多数。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

sa_tojo@jurists.co.jp 

米国系コンサルティング会社勤務を経て、2008 年弁護士登録。 

2008-2012 年ブレークモア法律事務所、2012-2016 年高井・岡芹法律事務所 上海代表処首席代表、2016-2019 年

瓜生・糸賀法律事務所 上海代表処首席代表としての勤務を経て、2020 年 1 月より現職。 

中国業務を中心として、新規投資、リストラクチャリング、不正調査・防止業務、会社法・労働法対応を通して日系企

業を支援する。 

 

木
きの

下
し た

 清
せい

太
た

 
西村あさひ法律事務所 弁護士 上海事務所代表 

s_kinoshita@jurists.co.jp 

2010 年慶應義塾大学法学部卒業。2012 年慶應義塾大学法科大学院修了。2013 年弁護士登録。 

日本国内の会社法務・紛争全般、中国内外の M&A、独占禁止法等を主に取り扱う。 

 鄧 瓊 西村あさひ法律事務所 上海事務所 フォーリンアトーニー 

 

2010 年西南政法大学民商法学部卒業。2013 年西南政法大学民商法科大学院修了（2012-2013 年日本交換留

学）。2010 年中国律師資格取得。上海の日系企業での勤務を経て、現職。 

 邵 春傑 西村あさひ法律事務所 上海事務所 フォーリンアトーニー 

 

上海財経大学法学部卒業。2009 年中国律師資格取得。上海の日系企業、中国大手法律事務所での勤務を経て、

現職。 

 朱 擎龍 西村あさひ法律事務所 上海事務所 フォーリンアトーニー 

 

2010 年華東政治大学法学部卒業。2014 年神戸大学法学研究科修了。2015 年中国律師資格取得。上海の日系

企業、中国大手法律事務所での勤務を経て、現職。 
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